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6月のIASB会議のハイライト

 2016年6月22日にIASBは4つの整理論点を可決した。

 CSMのアンロックと純損益への配分はグループ単位でのみ行われるべきである。
厳格なテストを条件として、新契約をグループに受け入れることができる。

 現在と将来のカバー期間のそれぞれに関連する変更を純損益およびCSMで会計処
理するためのガイダンスを開発する。

 OCIによる解決策を採用する場合に、金融収益費用を「原価測定基礎」を用いて
純損益に表示する要求事項を取り下げ、代わりに「規則的基礎」を採用する。金
利費用にかかる開示を簡素化する。

 変動手数料アプローチ(VFA)の適用範囲を修正し、発行した再保険契約および保
有する再保険契約を除外する。

 これらの決定事項を組み込んだ新しいドラフトの最終確認のためのレビュー（Fatal 
Flaw Review）が開始される予定である。

 2016年9月に発効日を選択するためのIASB会議が開催される。

 IFRS第4号フェーズ2は2016年末までに公表される可能性があり、 IFRS第17号
保険契約となる（訳注：10月20日時点ワークプランでは2017年3月公表予定）。
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 以前は見積りの変更から生じるCSMの調整の集約のレベルと純損益へのCSMの配分
の集約のレベルは別に検討されていた。
当整理論点は、これらに相互関係があり、また、グループベースでの測定と個々の
契約ベースでの測定に相違が認められたことから、これらの効果を一緒に検討すべ
きかどうか、というものである。

 個々の契約ベースでは、それぞれの契約のCSMは契約の予想される存続期間にわた
り純損益に認識される。

 グループベースでは、ある個別の契約が失効したとしてもグループの推移が予想ど
おりである場合には、CSMの合計額はグループ内の契約の予想残存期間にわたり純
損益に認識される。これは純損益への影響が異なる。

 スタッフは、グループが予想通りに推移しているにも関わらず、個々の契約の測定
を目的として設定することで異なる会計処理の結果が生じることを意図していない。

CSMの測定についての集約のレベル

スタッフの分析 – CSMの事後測定



Deloitte IFRS Insurance Webcast – 2016年6月28日 参考和訳© 2016 Deloitte LLP. All rights reserved. 5

 スタッフは、その契約の開始時点で、契約を追加する日におけるグループの性質と
類似している契約をグループに加えることができるようにするべきであると考えて
いる。このことはグループがオープン・エンドであることを意味する。

 契約は以下を有する場合に、既存のグループに加えることができる。

 主要な仮定の変更に対して金額および時期の点で同様に反応するであろうと企業
が予想するキャッシュ・フロー。

 類似の収益性。

 その新契約は、グループの契約開始時点ではなく、現在のグループと類似していな
ければならない。

 この論点はIASBの審議を求められなかったが、決まりきったことのように報告され
ていたように見受けられる。

 スタッフ・ペーパーの締めくくりのコメントでは、「新契約がグループに含められ
るための規準を満たすことは稀である」とされている。

CSMの測定についての集約のレベル

スタッフの分析 – 事後的にグループに契約を加えること
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 スタッフは、CSMの調整と解放の目的は、報告期間末のCSMが契約のグループに対
して提供される将来のサービスに係る利益を表すことであると提案した。

 彼らは、CSMの測定に用いる契約のグループは不利な契約の判定に使用するグルー
プと同じであるべきことを明記することを提案した。

 したがって彼らの提案は、企業は、 CSMの測定を契約開始時に次のものを有する保
険契約をグルーピングして行うべきというものである。

a. 主要な仮定の変更に対して金額および時期の点で同様に反応するであろうと企業
が予想する期待キャッシュ・フロー。

b. 類似の期待される収益性、すなわち、期待される収益の合計額に対するCSMの
割合。企業は実務上の便法として、保険料を使用することができる。

 企業は、期末現在でグループに残存している契約の予想される残存期間および規模
を反映するようにCSMを純損益に解放するべきである。

CSMの測定についての集約のレベル

スタッフの提案
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 個別の契約への参照を取り除くことについて、全体的に同意された。

 一部の理事達は、提案の目的が、多くの場合、何千ものポートフォリオを生じる結
果となるため、企業がビジネスを管理している方法を反映するように契約をグルー
ピングする方が良い、と懸念を表明した。

 「類似の収益性」という用語は、幅広い解釈が生じるため、それが意図しているこ
とを明確にすることが重要である。

 多くの反発があるであろうが、銀行がIFRS第9号の要求事項に従い信用損失を認識
することと比較すれば、同程度といえる。

 IASBは、より良い会計によって、より良いビジネスプラクティスが生み出されるこ
とを確信している。

暫定決定事項

 IASBは、スタッフ提案を11対3で承認した。

CSMの測定についての集約のレベル

IASBの審議内容および暫定決定事項



Deloitte IFRS Insurance Webcast – 2016年6月28日 参考和訳© 2016 Deloitte LLP. All rights reserved. 8

 一般モデルの下では、CSMは将来のサービスに関連する履行キャッシュ・フローの
変動により調整される。

 2013年公開草案のガイダンスはいくつかの特定の場合を記載しているが、総合的な
方針としての一般的なアプローチは設けられていない。また、どの変動がCSMで調
整されるのかに関し、明確な共通の理解を導き出すことに失敗した。

 新基準書の文案は、2013年公開草案での要求事項の本質、特に現在または過去の
サービスに関連する変動と、将来のサービスに関連する変動とを区別するという目
的を変更するものではない。

 この目的に従えば、実績調整と将来の見積りの変動とを混同してはならないという
ことになる。

 しかし、スタッフは、将来に結果的に重大な損失又は利得が生じることを知ってい
ながら当期に利得または損失を認識することは、単独の事象の忠実な表現とはなら
ないと考えている。

直接連動の有配当契約以外の保険契約についてのCSMの帳簿価額の変動

スタッフの分析



Deloitte IFRS Insurance Webcast – 2016年6月28日 参考和訳© 2016 Deloitte LLP. All rights reserved. 9

スタッフは、IFRSの新基準書は以下のガイダンスを提供すべきであると提案した。

 履行キャッシュ・フローのどのような変動が将来のサービスに関連するものであり、
CSMの調整対象となるか。

 どのような変動が現在および過去のサービスに関連するものであり、CSMの調整対
象とならないのか。

直接連動の有配当契約以外の保険契約についてのCSMの帳簿価額の変動

スタッフの提案



Deloitte IFRS Insurance Webcast – 2016年6月28日 参考和訳© 2016 Deloitte LLP. All rights reserved. 10

 ある理事は、提案された文案では、キャッシュ・フローの見積りの変動を生じさせ
る事象が当期に発生した場合、この見積りの変動はほとんどの場合（CSMの調整に
よって）将来に反映され、当期に反映されることがほとんどないと考えたため、当
該文案に反対した。

 スタッフは、「発生保険金」の意味するところについて、より確かな明瞭性が要求
されること、および、意図をより明らかにするよう「実績調整」に関する文案を変
更することに同意した。

 別の理事が、提案された文案に対し、小さな修正を要求し、スタッフは検討するこ
とに同意した。承認された文案を含む修正後のスタッフ・ペーパー2Bの付録は、
IASBのウェブサイトでダウンロードできる。

暫定決定事項

 スタッフ提案に対し、理事達は12対2で承認した。

直接連動の有配当契約以外の保険契約についてのCSMの帳簿価額の変動

IASBの審議内容および暫定決定事項
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 保険の金融収益費用は、保険者、特に長期の契約を発行する保険者の業績に重要な
影響を与えうる。

 保険の金融収益費用は下記の通り定義される。

 時の経過により生じる貨幣の時間価値の影響の変動。

 金融上の仮定（すなわち現在の割引率）の変動による影響。

 これらは、将来キャッシュ・フロー、リスク調整およびCSMの現在価値の変動を含
む。

 様々なリスク調整の測定技法が存在し、そのうちいくつかは明示的に時間価値を考
慮していないため、リスク調整に関する割引率の変動による影響を正確に識別する
ことは、実行可能ではない。

金融収益費用の表示および開示

スタッフの分析 – リスク調整の変動の金融要素と引受要素への分解
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 OCIによる解決策が採用された、資産に依存するキャッシュ・フローを有する契約
に対してコストベースを用いるというIASBの暫定決定は、他の基準書で使用されて
いる「コスト」という用語と一致していない。すなわち、実効金利とは近似しない
予定利率を用いている。

 金融面の仮定の変更が保険契約者に支払われる金額に多大な影響を与える場合、規
則的な配分額は、様々な方法で決定されうる。

 これらの方法の多くは、原価測定基礎ではない。

 保険契約者に支払うべき金額は、主に経済的な要因によって変動する。OCIによる
解決策を採用した場合、しばしば、それらの金額は純損益表示のためのものとみな
される。

 原価測定基礎によって、ある期間に支払うべき金額の算定に制限を加えることは、
複雑さを生じさせ、意図せざる結果をもたらす重要なリスクを生じうる。

金融収益費用の表示および開示

スタッフの分析 –当期簿価利回り法が適格ではない契約に関する保険の金
融収益費用の表示
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 スタッフは、有配当契約について、現在の割引率での付利の影響、割引率の変動お
よびその他の要素を分離するための、信頼性のある実践的な手法を見出していない。

 さらに、一定の状況にのみ適用可能な詳細な開示を規定するよりは、提案された特
定の開示要求を削除すべきである。

金融収益費用の表示および開示

スタッフの分析– 保険の金融収益費用に関連する開示
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スタッフは以下を提案した

A. 企業は、リスク調整の変動を金融要素と引受要素に分解する必要はない。

B. 企業は、そのような分解を行わない場合には、リスク調整の変動全体を引受活動の
結果の一部として表示すべきである。その選択を説明するための開示が要求される。

C. 企業が、会計期間における保険の金融収益費用を純損益とOCIとの間で分解する場
合、基準書には、

►金融収益費用を分解することの目的を保険の金融収益費用を原価測定基礎で純
損益に表示することであると規定すべきではなく、

►代わりに、予想される保険の金融収益費用の総額を契約期間にわたって規則的
に配分した金額を純損益に表示することであると規定すべきである。

金融収益費用の表示および開示

スタッフの提案
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D. 新基準では、この文脈において、規則的な配分額は次のようなものであるというガ
イダンスを示すべきである。

►契約の測定に影響を与えない要因を参照せずに、契約の特徴を基礎とする。

►契約期間にわたりOCIに認識される金額が、合計ではゼロとなる。

金融収益費用の表示および開示

スタッフの提案
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E. 新基準書では、次のような追加的なガイダンスを示すべきである。

►金融面の仮定の変更が保険契約者に支払われる金額に多大な影響を与えない保
険契約については、

 規則的な配分額は契約の開始時に適用される割引率（ロック・イン割引率）
を用いて算定する。

►金融面の仮定の変更が保険契約者に支払われる金額に多大な影響を与える保険
契約については、規則的な配分額は次の異なる方法で算定することができる。

 残存している変更後の予想される金融費用を契約の残存期間にわたり一定の
率で配分する利率を使用する方法。または、

 保険契約者に支払うべき金額の算定に予定利率を使用している契約について
は、当該期間に付与した金額と将来の期間に付与すると見込まれる金額に基
づく配分額を使用する方法。

金融収益費用の表示および開示

スタッフの提案
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F. 新基準では利息費用の内訳の開示に代えて、保険者に次の開示を要求する。

►保険の金融収益費用と関連する資産に係る投資リターンとの関係

►純損益に表示している利息費用の計算に使用している手法

金融収益費用の表示および開示

スタッフの提案
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 文言の若干の改善提案があったが、提案は全般的に同意された。

暫定決定事項

 IASBはスタッフ提案のほとんど（ＡからＥ）を全会一致で承認し、最後のスタッフ
提案（Ｆ）を12対2で承認した。

金融収益費用の表示および開示

IASBの審議内容および暫定決定事項
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 現在作成中のドラフトにおいては、VFAの適用規準を満たす再保険契約があるかも
しれない。

 再保険契約には、出再された元受保険契約という、明確に識別される基礎となる項
目のプールが必ず存在する。したがって、以下の条件を満たすならば、企業はVFA
を再保険契約に適用することを求められる。

 出再者が出再された元受保険契約に対する持分に参加している。

 再保険者は、出再者が出再された元受保険契約からのリターンに対する重要な持
分を保持していると見込んでいる。かつ、

 出再者が保持していると見込んでいるキャッシュ・フローの重要な部分が、出再
された元受保険契約からのキャッシュ・フローに対応して変動すると見込まれる。

再保険契約と変動手数料アプローチの適用範囲

スタッフの分析
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 VFAは、保険契約者が保険カバーと支払保険料を超える投資リターンの両方を享受するこ
とを期待して保険料を支払う場合に対応するために開発された。一方、再保険契約は、

 出再者は保険料を支払うが、一般的には支払保険料を越えた還元を受取ることは
見込んではいない。再保険者は基礎となる項目のリターンを出再者に提供しない
しそれ自体を手数料として確保もしない。かつ、

 再保険者が稼得する利益は、投資管理サービスを提供することへの手数料ではな
く、再保険カバーを提供することによるものである。

 IASBは発行した再保険契約がVFAの適用対象となることを意図していないと、ス
タッフは考えた。

再保険契約と変動手数料アプローチの適用範囲

スタッフの分析（続き）
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スタッフの提案

 スタッフは、VFAを発行した再保険契約および保有する再保険契約のいずれにも適
用してはならないことを提案した。

IASBの審議内容

 この論点に対する議論はなかった。

暫定決定事項

 IASBは全員一致でスタッフの提案を承認した。

再保険契約と変動手数料アプローチの適用範囲

スタッフの提案、IASBの審議内容および暫定決定事項
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保険契約

次のステップ

 スタッフは以下のステップを見込んでいる:

 これらの暫定決定事項を改訂ドラフトに反映する。

 選定した関係者から、ドラフトの特定のセクションがどのように適用されるかに
ついてのインプットを提供するように求める。

 テストと文案作成プロセスから生じる追加的な整理論点を2016年の第3四半期に
議論する。

 スタッフは、その日に、IASBに強制発効日の設定を質問することを見込んでいる。

 IFRS第4号フェーズ2は２０１６年末に発行される可能性がある（訳注：スライド3
ページ参照）。それは、IFRS第17号「保険契約」となるはずである。
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